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簡易課税
選択
531，732
683，490

1，215，222

一般課税
選択

1，303，583
443，512

1，747，095

構成比
22．27％
13．67％
35．94％
100％

26．4．12～
27．3．31
1，835，315
1，127，002
2，962，317
8，240，792

区分
法人
個人
小計
全事業者

出 典
28年6月
国税庁統計資料

24年8月
公益法人協会

27年1月
公益法人協会

15年4月
文部科学省

26年3月
厚生労働省

25年12月
文部科学省

27年12月
国税庁統計資料

27年12月
国税庁統計資料

事業者数
2，616，485法人

41，053法人

49，109法人

17，888法人

25，471法人

181，961法人

3，736，516人

1，572，309人

8，240，792

事業者の種別
営利法人

公益法人

特定非営利活動法人

学校法人

社会福祉法人

宗教法人

個人事業者

個人不動産貸付業

合 計
上記の事業者の消費税における納税者区分は
次の通りである。
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論壇
一

は
じ
め
に

昨
年
6
月
1
日
安
倍
総
理
大

臣
は
消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ

を
含
め
改
正
に
つ
い
て
2
年
半

延
長
す
る
こ
と
を
明
言
し
、
そ

の
改
正
関
連
法
案
が
昨
年
11
月

18
日
参
議
院
で
可
決
成
立
し

た
。消

費
税
は
、
平
成
元
年
導
入

か
ら
28
年
目
を
迎
え
、
こ
の
間

納
税
義
務
に
関
す
る
数
次
に
わ

た
る
追
加
、
税
率
引
き
上
げ
、

地
方
消
費
税
の
導
入
、
帳
簿
及

び
請
求
書
保
存
方
式
へ
の
変

更
、
簡
易
課
税
制
度
の
業
種
目

の
追
加
、
限
界
控
除
制
度
の
廃

止
な
ど
多
く
の
改
正
が
行
わ
れ

て
き
た
が
、
現
行
消
費
税
に
お

い
て
は
、
多
く
の
問
題
点
や
矛

盾
が
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

昨
年
10
月
15
日
に
行
わ
れ
た

第
20
回
全
国
大
学
会
計
人
会
サ

ミ
ッ
ト
（
東
京
富
士
大
学
会
計

人
会
主
催
）
に
お
い
て
、
こ
の

消
費
税
の
歪
み
や
問
題
点
が
提

起
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
当
日
の
議
論
の
う

ち
重
要
な
3
項
目
を
論
題
と
し

て
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

二

報
告

1

す
べ
て
の
事
業
者
を
納
税

義
務
者
に

日
本
の
消
費
税
は
、
す
べ
て

の
経
済
取
引
の
う
ち
非
課
税
取

引
及
び
課
税
対
象
外
取
引
を
除

い
た
も
の
を
対
象
と
し
て
事
業

者
間
で
行
わ
れ
る
資
産
の
譲

渡
、
貸
付
け
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
課
税
対
象
と
し
て
事
業

者
間
で
転
嫁
さ
れ
、
個
人
を
最

終
消
費
者
と
予
定
し
て
い
る
。

経
済
取
引
に
お
い
て
消
費
税

を
認
識
す
べ
き
事
業
者
数
を
示

す
と
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
表
か
ら
、
事
業
者
間
の

取
引
に
お
い
て
転
嫁
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
消
費
税
の
課

税
事
業
者
が
事
業
者
全
体
の
36

％
弱
で
あ
り
、
残
り
の
64
％
の

免
税
事
業
者
が
次
に
掲
げ
る
規

定
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
矛

盾
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

1
0
0
0
万
円
以
下
の

事
業
者
免
税
点
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

納
税
義
務
の
判
定
を
基

準
期
間
の
課
税
売
上
高
を

基
準
と
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

2
年
ご
と
の
開
業
・
廃

業
と
設
立
・
解
散
に
よ
る

消
費
税
の
回
避
を
税
制
が

認
め
て
い
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
事
業
者
免
税
制
度

を
認
め
る
こ
と
は
、
将
来
の
イ

ン
ボ
イ
ス
導
入
の
際
に
免
税
事

業
者
が
経
済
取
引
か
ら
排
除
さ

れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
こ
の

た
め
税
制
の
経
済
取
引
へ
の
中

立
性
の
維
持
と
の
関
係
や
、
経

済
の
基
盤
と
成
長
の
阻
害
要
因

と
な
る
こ
と
及
び
最
大
の
問
題

は
、
順
次
事
業
者
間
で
転
嫁
さ

れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
消

費
税
の
ス
キ
ー
ム
に
合
致
し
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
消
す
る

た
め
に
、
す
べ
て
の
事
業
者
を

課
税
事
業
者
と
す
る
こ
と
を
提

言
す
る
。

す
な
わ
ち
、
法
人
税
及
び
所

得
税
で
は
す
べ
て
の
事
業
者
が

納
税
義
務
者
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
消
費
税
に
お
い

て
も
す
べ
て
の
事
業
者
を
納
税

義
務
者
と
す
る
こ
と
に
よ
り
次

の
矛
盾
を
解
決
で
き
る
こ
と
と

な
る
。

⑴

基
準
期
間
の
制
度
を
廃

止
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、

現
行
法
令
に
よ
る
基
準
期

間
制
度
に
よ
る
2
年
間
の

免
税
制
度
を
悪
用
し
た
消

費
税
等
の
納
税
の
回
避
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

⑵

す
べ
て
の
経
済
取
引
の

当
事
者
に
な
る
こ
と
か
ら
、

将
来
導
入
さ
れ
る
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
に
お
け
る
「
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
」

と
な
り
す
べ
て
の
経
済
取

引
に
参
加
で
き
る
こ
と
。

⑶

す
べ
て
の
課
税
仕
入
れ

が
控
除
対
象
と
な
る
こ
と
。

⑷

現
行
制
度
に
お
け
る
納

税
義
務
の
諸
規
定
を
廃
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
制
度
の
簡
素
化
に
つ

な
が
る
こ
と
。

そ
の
際
現
実
的
な
措
置
と
し

て
、
現
行
制
度
に
お
け
る
課
税

売
上
高
1
0
0
0
万
円
以
下
の

事
業
者
の
納
税
額
ゼ
ロ
を
維
持

す
る
た
め
、
そ
の
課
税
期
間
に

係
る
課
税
売
上
高
（
年
換
算

額
）
が
1
0
0
0
万
円
以
下
の

課
税
事
業
者
の
仕
入
税
額
控
除

額
を
、
売
上
に
係
る
消
費
税
額

と
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
と

の
い
ず
れ
か
大
き
い
金
額
に
よ

る
。
つ
ま
り
、
売
上
税
額
が
仕

入
税
額
よ
り
も
大
き
い
と
き

は
、
売
上
税
額
を
仕
入
税
額
と

し
て
控
除
し
て
納
付
税
額
を
ゼ

ロ
と
し
、
仕
入
税
額
が
大
き
い

と
き
は
還
付
す
る
。
還
付
に
つ

い
て
、
現
行
の
課
税
事
業
者
選

択
届
出
を
必
要
と
せ
ず
、
制
度

上
還
付
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
た
め
、
消
費
税
法
第
30

条
第
1
項
を
次
の
と
お
り
と
す

る
。当

該
課
税
期
間
の
課
税
売

上
高
が
1
0
0
0
万
円
以
下

の
事
業
者
の
仕
入
等
に
係
る

消
費
税
額
は
、
当
該
課
税
期

間
の
課
税
売
上
高
に
係
る
消

費
税
額
と
課
税
仕
入
れ
等
に

係
る
消
費
税
額
の
い
ず
れ
か

大
き
い
金
額
と
す
る
。

2

消
費
税
の
逆
進
性
の
緩
和

対
策今

般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ

延
期
に
よ
り
、
軽
減
税
率
の
執

行
も
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
平
成
28
年
1
月
1
日
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
も
活
用
し
つ
つ
消
費
税

の
逆
進
性
の
緩
和
対
策
の
一
つ

と
し
て
、
再
度
戻
し
税
又
は
給

付
付
き
税
額
控
除
を
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
、
付
加
価
値

税
の
逆
進
性
の
緩
和
に
つ
い
て

そ
の
導
入
時
か
ら
軽
減
税
率
制

度
で
対
応
し
て
き
た
。
こ
の
軽

減
税
率
方
式
に
お
い
て
は
、
①

生
活
必
需
品
や
食
料
品
を
は
じ

め
、
国
民
の
消
費
生
活
に
影
響

の
大
き
い
対
象
品
目
、
つ
ま
り

軽
減
税
率
対
象
品
目
を
選
定
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
②
税

収
減
を
最
小
と
す
る
税
率
の
設

定
の
問
題
、
③
対
象
品
目
の
設

定
が
事
業
者
団
体
間
の
せ
め
ぎ

合
い
を
も
た
ら
し
、
④
政
治
家

の
介
入
に
よ
る
利
権
な
ど
の
温

床
に
な
り
や
す
い
こ
と
、
⑤
事

業
者
及
び
税
理
士
に
と
っ
て
最

大
の
問
題
で
あ
る
事
務
負
担
の

増
大
と
コ
ス
ト
の
問
題
、
さ
ら

に
⑥
イ
ン
ボ
イ
ス
を
必
要
と
す

る
こ
と
な
ど
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
困
難
な
問
題
を
は
ら

ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戻
し
税
方

式
又
は
給
付
付
き
税
額
控
除
に

つ
い
て
も
対
象
者
を
ど
の
よ
う

に
設
定
す
る
か
と
い
う
基
本
的

問
題
点
は
あ
る
が
、
低
所
得
者

へ
直
接
給
付
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
効
率
的
な
対
策
と
な
り
得

る
こ
と
、
政
治
的
な
利
害
と
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
、
国
民
の

理
解
が
得
や
す
い
こ
と
、
さ
ら

に
軽
減
税
率
と
比
較
し
て
、
事

業
者
及
び
税
理
士
に
と
っ
て
事

務
負
担
を
要
し
な
い
こ
と
な
ど

消
費
者
並
び
に
事
業
者
に
と
っ

て
の
利
便
性
は
軽
減
税
率
制
度

を
凌
ぐ
も
の
と
な
る
こ
と
。

3

簡
易
課
税
制
度
に
お
け
る

調
整
対
象
固
定
資
産
の
仕
入
税

額
控
除

消
費
税
の
特
徴
の
一
つ
に

「
投
資
即
時
控
除
」
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
事
業
者
の
課
税
仕
入

れ
は
、
所
得
課
税
に
お
け
る
期

間
配
分
と
は
切
り
離
し
て
、
そ

の
目
的
、
種
類
、
金
額
、
課
税

制
度
に
関
わ
り
な
く
、
課
税
仕

入
れ
を
行
っ
た
課
税
期
間
に
お

い
て
即
時
控
除
す
る
こ
と
に
よ

り
消
費
税
を
転
嫁
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

現
行
の
簡
易
課
税
制
度
に
お

け
る
み
な
し
仕
入
率
は
、
実
額

の
仕
入
率
と
乖
離
し
て
い
る
の

は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
会

計
検
査
院
が
平
成
24
年
10
月
に

公
表
し
た
簡
易
課
税
制
度
の
検

査
報
告
に
よ
る
と
み
な
し
仕
入

率
と
損
益
計
算
を
基
礎
と
し
た

課
税
仕
入
率
は
次
表
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
実
額
の
課

税
仕
入
率
は
、
上
記
の
注
書
き

を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
と
調
整

対
象
固
定
資
産
の
課
税
仕
入
れ

は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

確
か
に
み
な
し
仕
入
率
が
損

益
計
算
に
よ
る
実
額
の
課
税
仕

入
率
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
そ

の
仕
入
率
の
差
が
年
間
課
税
売

上
5
0
0
0
万
円
以
下
の
事
業

者
の
多
額
な
設
備
投
資
で
あ
る

調
整
対
象
固
定
資
産
の
課
税
仕

入
れ
に
係
る
税
負
担
を
カ
バ
ー

で
き
な
い
こ
と
は
容
易
に
推
察

で
き
る
。

ま
た
、
税
理
士
損
害
賠
償
保

険
の
事
故
4
2
5
件
（
平
成
27

年
）
の
中
で
消
費
税
は
1
8
2

件
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
42

・
8
％
と
な
っ
て
お
り
、
1
8

2
件
中
簡
易
課
税
制
度
に
関
す

る
件
数
は
1
0
3
件
で
あ
り
、

そ
の
原
因
の
一
つ
が
事
前
の
簡

易
課
税
制
度
選
択
不
適
用
届
出

書
の
提
出
失
念
で
あ
る
が
、
事

業
者
の
設
備
投
資
を
直
前
課
税

期
間
末
ま
で
に
予
測
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
3
ヶ
月

又
は
1
ヶ
月
の
課
税
期
間
の
選

択
も
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な
り

う
る
。

そ
の
救
済
は
、
み
な
し
仕
入

率
に
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
調

整
対
象
固
定
資
産
の
課
税
仕
入

れ
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

課
税
仕
入
れ
に
係
る
仕
入
税
額

を
別
枠
で
控
除
対
象
仕
入
税
額

と
し
、
み
な
し
仕
入
率
に
よ
り

計
算
し
た
簡
易
課
税
制
度
に
よ

る
仕
入
税
額
に
加
算
す
る
制
度

を
提
言
す
る
。

課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費

税
額
×
み
な
し
仕
入
率
＋
調

整
対
象
固
定
資
産
に
係
る
仕

入
税
額＝

そ
の
課
税
期
間
に

係
る
控
除
対
象
仕
入
税
額

三

お
わ
り
に

本
稿
が
今
後
の
消
費
税
の
改

革
に
つ
な
が
る
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
消
費
税
の
た
め
に

岩下忠吾
【江東西】

表1 簡易課税制度に係るみなし仕入率及び課税仕入率
第5種
事業

50

34．6
（488）

29．3
（462）

32．4
（950）

第4種
事業

60

45．4
（137）

52．5
（140）

48．7
（277）

第3種
事業

70

60．5
（141）

64．0
（129）

62．1
（270）

第2種
事業

80

70．9
（133）

76．4
（131）

73．5
（264）

第1種
事業

90

80．4
（141）

85．2
（129）

82．3
（270）

事業区分
区分

みなし仕入率（％）

課税仕入率（％）
（事業者数）

課税仕入率（％）
（事業者数）

課税仕入率（％）
（事業者数）

法人
（1，040事業者）

個人事業者
（991事業者）

計
（2，031事業者）

注⑴ 簡易課税制度適用者については、申告事績から課税仕入税額を把握す
ることができないため、決算書等の売上原価、販売費及び一般管理費等の必
要経費額から、課税仕入れに該当しない非課税仕入れ及び不課税仕入れの額
を控除して課税仕入高を把握する方法等により、課税仕入率を試算した。
注⑵ 固定資産の取得費は課税仕入れに加算していないが、使用可能期間が
1年未満のもの又は取得価額が10万円未満等の少額減価償却資産について、
取得価額相当額が必要経費等として把握できる場合には、当該金額を課税仕
入れに加算している。
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